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○同時申請可能な件数

☆36協定届 … 最大 30,000 事業場
☆就業規則（変更）届 … 最大 2,500 事業場

○添付ファイルの上限

・ファイル数の上限 … 99個
・１ファイルの容量の上限 … 50MB
・総容量 … 99MB

○事業場一覧の作成・添付

一括届出事業場一覧作成ツールを使って、一括で申請する各事業場の名称や所
在地のリスト（CSV形式）を作成し、添付する必要があります。

CSV

CSVファイルで一覧を作成

12

電⼦申請における本社一括届出の注意事項

一括届出事業場一覧作成ツールの詳細な利⽤方法については
厚⽣労働省のホームページの下記URLからご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000734127.pdf

※イメージ

ファイル数が99個を超える場合、
複数枚の意⾒書を１ファイルの
PDFにまとめるなどの方法で添
付してください。

13

36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

手続概要本社一括で検索
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます

基本情報の⼊⼒など、基本的な流れ
はP７〜10と同じです。
基本情報の⼊⼒など、基本的な流れ
はP７〜10と同じです。

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した事業場一覧
（CSV形式）を必ず添付してください。
一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した事業場一覧
（CSV形式）を必ず添付してください。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を⼊⼒し、作成した事業場一覧を添付

一括届出事業場一覧

１

４

36協定（本社一括届出）の記⼊画面では、「事業の
種類」、「事業の名称」、「事業の所在地（電話番号）」
および「（時間外労働をさせる）労働者数〔満18歳以上の
者〕」を⼊⼒することはできません。
⇒ これらの情報は「一括届出事業場一覧作成ツール」に
⼊⼒してください。

２

申請書に必要な事項を⼊⼒３ 一括届出事業場一覧作成
ツールは、手続概要のページ
からダウンロードできます。

一括届出事業場一覧作成
ツールは、手続概要のページ
からダウンロードできます。

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の８以降をご参照ください。）５

検索キーワード例：「本社一括」検索キーワード例：「本社一括」

！
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就業規則（変更）届（本社一括届出）手続例

手続概要
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提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を⼊⼒

一括届出事業場一覧

意⾒書

A事業場
B事業場

C事業場

１ ２

３

※令和３年４⽉１⽇以降は
労働者代表の押印や署名は不要

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を⼊⼒し、作成した一括届出事業場
一覧と、各事業場分の意⾒書を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の８以降をご参照ください。）５

検索キーワード例：「本社一括」検索キーワード例：「本社一括」

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）と、各事業場分の意⾒
書（PDF形式）を必ず添付してください。

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）と、各事業場分の意⾒
書（PDF形式）を必ず添付してください。

15

ツールの利⽤に当たり、トラブルがあった場合

A
↑上記のエラーメッセージが表示される。

ツールのご利用を中断し、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
● 厚⽣労働省労働基準局労災保険業務課

電話： 03-3920-3311（内線324,337）

セキュリティの警告が表示されるQ

ファイルサイズのエラーが発⽣し、申請ファイルが出⼒できないQ

↑上記のエラーメッセージが表示される。

A 出⼒されるCSVファイルのサイズが50MBを超えている場合には
申請ファイルの出⼒はできません。
ファイルを複数に分けて作成してください。
※ ファイルを分ける場合、別個に申請する必要があります。
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就業規則（変更）届（本社一括届出）手続例
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電⼦申請に関するご不明な点については、
下記お問い合わせ先にお願いします。お問い合わせ先など

Q. e-Govアカウントの取得方法がわからない
Q. 操作方法がわからない

① 事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先
まずはe-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。

その上で、ご不明な点はe-Gov利用者サポートデスクにお問い合せください。
e-Gov ：https://shinsei.e-gov.go.jp/

e-Gov利⽤者サポートデスク
■Webお問合せ：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
■電話番号 ：050-3786-2225 (通話料⾦はご利用の回線により異なります。)

受付時間 ４ ・ ６ ・ ７⽉ 平⽇ 午前９時から午後７時まで
土⽇祝⽇ 午前９時から午後５時まで

５ ・ ８〜３⽉ 平⽇ 午前９時から午後５時まで
(土⽇祝⽇、年末年始は休⽌)

Q．労働基準法などの手続に関する電⼦申請について知りたい

③ 労働基準法などの手続に関する電⼦申請についてのホームページ
労働基準法などの手続に関する電⼦申請については、以下の厚⽣労働省ホーム

ページに電⼦申請が可能な申請の一覧、一括届出事業場一覧作成ツールなどを
掲載していますので、ご参照ください。

○ ホームページは「労基法等 電⼦」で検索！ ⇒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

○ 【厚⽣労働省ホームページトップページからの進み方】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」

> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電⼦申請について」

Q．36協定届の記載内容について聞きたい

② 労働基準法などの手続に関するお問い合わせ先
労働基準法などの手続についてご不明な点があれば、お近くの都道府県労働局

または労働基準監督署にご相談ください。

【都道府県労働局および労働基準監督署の連絡先】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

（2021.３）

労基法等 電⼦ 検索


